
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 屋外広告物講習会受講者名簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
屋外広告物講習会受講申込者を記録し、修了者については、修了証書及びその紛

失時における証明書の作成を行うため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

1.受講番号、2.氏名、3.住所、4.連絡先、5.勤務先名、6.勤務先住所、7.勤務先

連絡先、8.受講科目免除資格、9.テキスト購入有無、10.受講申込日、11.受講票

発送日、12.受講料納付日 

記録範囲 屋外広告物講習会の受講申込者 

記録情報の収集方法 受講者の文書による申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 - 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 屋外広告業登録届出台帳 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市において屋外広告業を営む者の登録の記録及び管理を行うため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

1.廃業、期限切れの有無、2.登録、届出番号、3.法人・個人、4.登録、届出会社

名、5.登録・届出会社名フリガナ、7.屋号、8.代表者氏名、9.代表者フリガナ、

10.登録・届出会社住所、11.登録・届出会社連絡先、12.当初登録・届出年月日、

13.登録・届出済証発行年月日、14.登録・届出有効期間、15.廃業届出年月日、16.

営業所名称、17.営業所住所、18営業所連絡先、19.業務主任者、20.岡山県・倉敷

市登録番号 

記録範囲 岡山市で業を営む者の登録、届出の許可を受けたもの 

記録情報の収集方法 申請、届出者の文書による申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 



備   考 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市景観区域内行為届出台帳 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
景観形成に影響を及ぼす建築物、工作物等の新築、改築、増築等の行為について

届出の記録及び管理を行うため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

1.受付番号、2.受付年月日、3.届出者住所、4.届出会社名、5,代表者役職、6.氏

名、7.行為地住所、8.用途地域、9.行為の種類、10.用途、11.種別、12.行為の内

容、13.受理年月日、14.受理番号、15.受取日、16.意見、17.代理者住所、18.代

理者会社名、19.代理会社会社名、20.代理者連絡先、21.景観形成重点地区、 

22.景観形成上重要となる幹線道路 

記録範囲 届出対象規模に該当し受理を受けたもの 

記録情報の収集方法 届出者の文書による申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 



備   考 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市風致地区許可台帳 

行政機関等の名称 岡山市 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
風致地区内において一定規模以上の行為について許可申請の記録及び管理を行

うため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

1.受付番号、2.受付年月日、3.申請者住所、4.申請者会社名、5.代表者役職、6.

氏名、7.行為地住所、8.敷地面積、9.行為の制限、10.地区種別、11.用途、12.工

事種別、13.行為の内容、14.許可年月日、15.許可番号、16.受取日 

記録範囲 申請基準に該当し許可を受けたもの 

記録情報の収集方法 申請者の文書による申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 - 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市屋外広告物管理システム 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市内において屋外広告物の表示、掲出物件の許可の管理を行うため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

1.整理番号、2.許可番号、3.許可日、4.申請日、5.許可期間、6.申請会社住所、

7.申請会社名、8.申請会社代表者、9.申請会社連絡先、10.管理者住所、11.管理

会社名、12.管理会社代表者、13.管理会社連絡先、14.広告物点検者（資格者点検

を行ったものに限る）、15.広告物設置住所、16.広告物種類、17.広告物表示内容、 

18.手数料納入履歴、19.更新履歴 

記録範囲 申請対象に該当し許可を受けたもの 

記録情報の収集方法 申請者の文書による申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 



備   考 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画法第53条申請一覧表 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
都市計画施設又は市街地再開発事業区域内に建築物の新築、増築の許可の記録及

び管理を行うため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 
1.許可番号、2.申請日、3.許可日、4.申請者、5.行為住所、6都市計画施設、市街

地再開発事業区域名 

記録範囲 許可申請対象に該当し許可を受けたもの 

記録情報の収集方法 申請者の文書による申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 - 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地区計画届出台帳 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 地区計画区域内の一定の行為について届出の記録及び管理のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

1.地区名、2.受付番号、3.受付年月日、4.行為の場所、5.届出者氏名、6.届出者

住所、7.代理者氏名、8.代理者連絡先、9.行為内容、10.通知番号、11.通知年月

日 

記録範囲 届出対象に該当し受理を受けたもの 

記録情報の収集方法 届出者の文書による届出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 - 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公有地拡大推進法受付簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 
公有地拡大推進法業務について円滑な事務処理及び、届出の記録、管理を行うた

め 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

1.受付番号、2.受付年月日、3.法区分、4.譲渡人住所、5.譲渡人法人名、6.譲渡

人代表者名、個人名、7.該当地住所、8.該当地面積、9.買取希望調査照会記録、

10.買取協議団体、11.買取協議結果 

記録範囲 届出対象に該当し受理を受けたもの 

記録情報の収集方法 譲渡人の文書による申請及び都市計画課担当者による照会記録 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 - 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 立地適正化計画届出台帳 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局都市・交通部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 立地適正化計画の届出の記録及び管理を行うため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上  ■ 1,000人未満  

記録項目 

1.文書番号、2.受付年月日、3.該当住所、4.届出者氏名、5.届出者住所、6.届出

者連絡先、7.代理人会社名、8.代理人氏名、9.該当地敷地面積、10.用途、11、戸

数、12.着手予定日、13.完了予定日 

記録範囲 届出対象規模に該当し受理を受けたもの 

記録情報の収集方法 届出者の文書による申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 都市計画課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号 

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当するファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）- 

（所在地）- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 - 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ハレカハーフ申込者ファイル

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 都市・交通部 交通政策課 

個人情報ファイルの利用目的 ハレカハーフ交付業務のため利用する

個人情報ファイルに係る本人の数 ■1,000人以上 □ 1,000人未満

記録項目 

1．受付場所、2．申込日、3．受付日、4．カード種別、5．氏名、6．生年月日、

7．年齢、8．電話番号、9．身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・

特定医療費（指定難病）受給者証・障害福祉サービス受給者証の保有状況（等級

を含む）、10．郵送日（交付・再発行）、11．返還日 

記録範囲 ハレカハーフ申込者

記録情報の収集方法 本人からの申し込み・関係機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局都市・交通部交通政策課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市コミュニティサイクルももちゃり利用者ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 都市・交通部 交通政策課 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市コミュニティサイクルももちゃりの管理運営のため利用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■1,000人以上 □ 1,000人未満

記録項目 

1．氏名、2．生年月日、3．住所、4．性別、5．利用目的、6．紐付日、7．登録場

所、8．電話番号、9．料金プラン、10．決済方法、11．退会日、12．会員ID、13．

会員証タイプ、 

記録範囲 岡山市コミュニティサイクルももちゃり利用者 

記録情報の収集方法 本人からの申し込み 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 岡山市コミュニティサイクルももちゃりの運営事業者 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局都市・交通部交通政策課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公園・遊園地等愛護委員会名簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 都市・交通部 庭園都市推進課 

個人情報ファイルの利用目的 団体数管理のために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■1,000人以上 □ 1,000人未満

記録項目 

1.公園・遊園地・緑道番号、2.公園・遊園地・緑道数、3.愛護委員会名、4.会長

名、5.郵便番号、6.住所、7.電話番号、8.銀行名、9.銀行コード、10.支店名、11.

項目、12.口座番号、13.口座名義人名、14.下半期報償金、15.上半期報償金、16.

報償金年額、17.基本額、18.管理人割額、19.管理人数、20.設立年月日、21.運営

団体、22.団体分類、23.公園所在地、24.地元町内会、25.公園面積、26.管理面積 

記録範囲 公園愛護委員会認定申請書を提出した団体 

記録情報の収集方法 各区役所・支所からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 都市・交通部 庭園都市推進課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称））総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 



備   考 ― 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 境界確定申請書ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

道路港湾管理課、北区役所地域整備課、中区役所地域整備課、東区役所地域整備

課、南区役所地域整備課、北区役所土木農林分室 

個人情報ファイルの利用目的 境界確定協議による確定情報管理のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上 □ 1,000人未満

記録項目 
1.申請地所有者住所、2.申請地所有者氏名、3.申請地、4.立会年月日、5.境界確

定日、6.隣接地所有者住所、7.隣接地所有者氏名 

記録範囲 境界確定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 提出された境界確定申請書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 道路部 道路港湾管理課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）北区役所 地域整備課 

（所在地）〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 

（名 称）中区役所 地域整備課 

（所在地）〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）南区役所 地域整備課 

（所在地）〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5 

（名 称）北区役所 土木農林分室 

（所在地）〒701-1133 岡山市北区富吉1401番地32 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 



行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 道路占用許可ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 

道路港湾管理課、北区役所地域整備課、中区役所地域整備課、東区役所地域整備

課、南区役所地域整備課、北区役所土木農林分室 

個人情報ファイルの利用目的 道路占用物許可の管理、道路占用料の納付等のために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 

1.占用者住所、2.占用者氏名、3.占用者電話番号、4.許可番号、5.許可年月日、

6.占用期間、7.占用場所、8.占用物件名、9.占用物件の数量、10.占用料金、11.

申請受付日 

記録範囲 道路占用許可を受けている者 

記録情報の収集方法 本人からの道路占用許可申請書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 道路部 道路港湾管理課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）北区役所 地域整備課 

（所在地）〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 

（名 称）中区役所 地域整備課 

（所在地）〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）南区役所 地域整備課 

（所在地）〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5 

（名 称）北区役所 土木農林分室 

（所在地）〒701-1133 岡山市北区富吉1401番地32 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 



行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特定個人情報ファイル管理台帳 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局道路部西部幹線道路建設課 

個人情報ファイルの利用目的 道路用地買収に伴い収用証明等の作成を目的に収集した特定個人情報の管理。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1.住所 2.氏名 3.生年月日 4.個人番号

記録範囲 道路用地買収に係る不動産の権利者 

記録情報の収集方法 本人提出の特定個人情報提供書類 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 住所を所轄する税務署 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 道路部 西部幹線道路建設課 

（所在地）〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 道路事業用地買収業務に係る売買契約締結管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局道路部東部幹線道路建設課 

個人情報ファイルの利用目的 道路用地買収に係る不動産の権利者への支出費等を管理するため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1.住所、2.氏名、3.物件の所在地、5.取得年月日、6.支払金額

記録範囲 道路用地買収に係る不動産の権利者 

記録情報の収集方法 本人提出の契約書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 住所を所轄する税務署 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 道路部 東部幹線道路建設課 

（所在地）〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 建築確認台帳 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築物等の確認申請に対する審査、完了検査等のため 

建築基準法第93条の2の規定に基づき書類を閲覧に供するため 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上 □ 1,000人未満

記録項目 1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.印影、5.建築物等の所在地、6.建築物の配置図

記録範囲 岡山市内で建築物等の確認申請を行ったもの(昭和25年以降) 

記録情報の収集方法 建築主からの申請または指定確認検査機関からの報告 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 建築基準法第93条の2の規定に基づき書類の閲覧申請をした者 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画法に基づく開発許可等ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 都市計画法に基づく開発許可等 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上 □ 1,000人未満

記録項目 

１．許可日付、２．許可番号、３．住所、４．氏名及び名称、５．開発区域に含

まれる地域の名称、６．開発区域の面積、７．予定建築物の用途、８．工事施工

者 

記録範囲 都市計画法に基づく開発許可等 

記録情報の収集方法 本人からの申請書等 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 租税特別措置法に基づく優良宅地・優良住宅認定、低未利用地確認ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 租税特別措置法に基づく優良宅地・優良住宅認定、低未利用地確認 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
１．申請日付、２．住所、３．氏名及び名称、５．土地等の所在地、６．土地譲

渡日付、７．認定又は確認年月日 

記録範囲 租税特別措置法に基づく優良宅地・優良住宅認定、低未利用地確認 

記録情報の収集方法 本人からの申請書等 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 

１．申請日付、２．住所、３．氏名及び名称、５．造成場所、６．造成面積、７．

申請手数料、８．申請の目的、９．許可日付及び許可番号、１０検査済証交付年

月日及び交付番号 

記録範囲 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等 

記録情報の収集方法 本人からの申請書等 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 被災宅地危険度判定士ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 被災宅地の危険度判定 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 

１．認定登録番号、２．登録年度、３．認定登録有効期限、４．所属、５．職名、

６．氏名、７．職員番号、８．生年月日、９．性別、１０．電話番号、１１．メ

ールアドレス、１２．住所 

記録範囲 被災宅地危険度判定士 

記録情報の収集方法 本人からの申請書及び関係機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市埋立行為等の規制に関する条例に基づく埋立行為等許可ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市埋立行為等の規制に関する条例に基づく埋立行為等許可 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 

１．申請日付、２．住所、３．氏名及び名称、５．事業区域、６．事業面積、７．

申請手数料、８．埋立行為等の目的、９．許可日付及び許可番号、１０検査済証

交付年月日及び交付番号 

記録範囲 岡山市埋立行為等の規制に関する条例に基づく埋立行為等許可 

記録情報の収集方法 本人からの申請書等 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 開発指導課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 マンション管理士派遣申請者ファイル

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 マンション管理士派遣事務における派遣決定等のために利用する。

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1申請者氏名、2.申請者住所、3.申請者電話番号 

記録範囲 マンション管理士派遣申請書を提出したもの（令和４年度以降）

記録情報の収集方法 郵送、ファクス、メール、ホームページの入力フォーム 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 一般社団法人岡山県マンション管理士会 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 マンション居住者交流会ファイル

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 マンション居住者交流会の参加者確認等のために利用する。

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.申請者氏名、2.申請者郵便番号、3.申請者住所、4.申請者マンション名、5.申

請者電話番号、6.申請者メールアドレス 

記録範囲 マンション居住者交流会の運営に必要な範囲

記録情報の収集方法 メール、ファックス、ホームページの入力フォーム

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課  

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市営住宅建替事業に伴う移転料等取扱に関する業務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市営住宅建替事業に伴う移転料等の支払いのために使用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.世帯員氏名、5.移転先住所、6.取引銀行・支店

名・口座番号・口座名義人、7.賃貸人の住所・氏名、8.仮住居に係る賃貸借契約

情報 

記録範囲 岡山市営住宅建替事業に該当する入居者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－
（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市営住宅バリアフリー化リフォーム事業管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 市営住宅等のバリアフリー化リフォーム実施内容を記録するため。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.名義人氏名、2.入居している住宅（団地名/住棟番号/住戸番号）、3.バリアフ

リー化箇所

記録範囲 
市営住宅バリアフリー化リフォーム申出書を提出し、認定された者（平成30年度

以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 境界確定協議関係ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅課所管の市有地の境界確定のために使用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1.氏名、2.住所、3.続柄、4.所有土地地番

記録範囲 住宅課所管の市有地の隣接地所有者、対面地所有者 

記録情報の収集方法 本人（申請代理人）からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－
（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公営住宅管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 公営住宅の入居者管理、使用料賦課等のために利用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上 □ 1,000人未満

記録項目 

1.個人番号、2.氏名、3.住所、4.生年月日、5.性別、6.続柄、7.本籍地、8.筆頭

者、9.電話番号、10.勤務先、11.入・退去日、12.使用料賦課額、13.使用料納付

額、14.減免額、15.敷金納付状況、16.給与所得額、17.公的年金所得額、18.その

他所得額、19.総所得金額、20.滞納無証明、21.免許証の写し、22.車両番号、所

有者・使用者の氏名・住所、23.生活保護受給状況、24.代理納付、25.障害者手帳

等取得状況、26.家屋所有状況、27.暴力団照会結果、28.口座番号、29.口座名義

人、30.連帯保証人・緊急連絡先の氏名・住所・生年月日・性別・続柄・電話番号・

勤務先 

記録範囲 公営住宅の入居者 

記録情報の収集方法 本人からの届出、申請書及び関係機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれる 

記録情報の経常的提供先 指定管理者 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 



備   考 － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 行政財産目的外使用許可業務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅課所管の市有地の行政財産目的外使用許可のために使用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1.氏名、2.住所、3.電話番号

記録範囲 住宅課所管の市有地の行政財産目的外使用許可申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－
（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 災害復興住宅建設資金等利子補給金ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 災害復興住宅建設資金等利子補給金交付のために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.電話番号、6.借入先金融機関、7.借入

金額、8.借入利率、9.借入金償還期間、10.利子補給金額、11.口座番号、12.口座

名義人名 

記録範囲 災害復興住宅建設資金等利子補給金交付に必要な範囲 

記録情報の収集方法 本人からの申請書及び関係機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 岡山県土木部都市局住宅課 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 宅地造成分譲業務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 宅地分譲の売買契約のために使用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1.氏名、2.生年月日、3.性別、4. 住所、5.電話番号

記録範囲 宅地分譲の申込者 

記録情報の収集方法 本人からの申込 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－
（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 普通財産貸付業務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅課所管の市有地の貸付契約のために使用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.免許証の写し、5. 車両番号、所有者・使用者の

氏名・住所 

記録範囲 住宅課所管の市有地の貸付契約申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－
（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市有地売払業務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅課所管の市有地の売買契約のために使用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.氏名、2.生年月日、3.性別、4. 住所、5.電話番号、6.滞納無証明、7.身分証明、

8.暴力団等照会結果

記録範囲 住宅課所管の市有地の売買契約申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－
（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 法的措置係事務管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 渉外・訴訟法務、使用料滞納整理業務、債権管理業務等のために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 

【概要】 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別、5.本籍地、6.筆頭者、7.勤務先、8.続柄、

9.納付区分、10.入居日、11.退去日、12.同居親族、13.家賃、14.入金額、15.未

納額、16.収納額、17.敷金納付状況、18.入居経過記録、19.分納誓約、20.駐車場

使用料、21.損害金、22.調定金額、23.収納金額、24.滞納金額、25.遅延利息、26.

滞納明細表、27.転居先住所、28.給与所得額、29.公的年金所得額、30.その他所

得額、31.総所得金額、32.免許証の写し、33.生活保護受給状況、34.代理納付、

35.個人住民税状況、36.障害者手帳等取得状況、37.連帯保証人・緊急連絡先の氏

名・住所・生年月日・性別・続柄・電話番号・勤務先、38.健康状況、39.収入状

況、40.居住状況、41.転居先情報 

記録範囲 市営住宅の入居者とその親族、連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人からの届出、申請書及び関係機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 指定管理者 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 



作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

 

備   考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 岡山市営住宅建替事業に伴う民間住宅入居資金貸付に関する業務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
都市整備局住宅・建築部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市営住宅建替事業に伴う民間住宅入居資金貸付のために使用する 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.世帯員氏名、5.移転先住所、6.取引銀行・支店

名・口座番号・口座名義人、7.賃貸人の住所・氏名、8.仮住居に係る賃貸借契約

情報 

記録範囲 岡山市営住宅建替事業に該当する入居者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）都市整備局 住宅・建築部 住宅課 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□ 法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－
（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 
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